
令和８年度　施行

一般廃棄物処理委託（単価）

（公立芽室病院事務局総務係）

公示用

作成日　令和7年12月24日



項　　目 単　価 数　量 単　位 消費税10％ 金　額 備　考

燃やせないゴミ処理料 1 10kg

収集運搬料 1 袋

一般廃棄物処理委託（単価）



公立芽室病院一般廃棄物処理委託仕様書 

 

１ 通常の収集日は週３回(月、水、金曜日)とする。なお、祝日及び年末年始に係る場合

には収集日を変更するものとする。 

 

２ 年１，２回程度、公立芽室病院から出る大型の廃棄物については協議の上実施する。 

 

３ 収集時間については午前８時３０分から午後５時００分までとする。 

 

４ 受託者は本業務に従事する際、従事者名一覧を作成し委託者に提出すること。 

 

５ 作業実施する際は、事故やケガ等に十分注意すること。 

 

６ 上記定めのない事項については双方協議の上取り進めること。 

 

以上 


